
新体協発第59 7号

平成23年3月22日

財団法人新潟県体育協会

専務理事　棚橋　　進

競技団体長　様

平成23年度(財)日本体育協会公認スポーツドクター養成講習会

受講者について(依頼)

平素から本会事業にご理解とご協力を賜り深く感謝申し上げます｡

さて､標記講習会について､別紙要項により開催されますので､受講希望者を下記に

よりご推薦くださいますようお願いします｡

なお､受講希望者が複数の場合は本会において書類審査のうえ､ (財)日本体育協会-
の推薦順位を決定させていただきます｡

記

1　受講条件

平成19年3月31日までに日本国の医師免許を取得し､本会をはじめ県内競技団

体等と積極的に協力しスポーツ活動に対しサポートを行っている又はこれから行お

うとする者

2　提出書類

( 1 )受講推薦書及び受講推薦者名簿

(2)新規受講個人申込書(顔写真4cmX3cm　2枚)

(3)医師免許の写し(A4サイズに縮小コピーしたもの)

(5)基礎科目免除申請書類(応用科目からの受講希望者のみ)

※日本医師会認定健康スポーツ医の認定証(写し)又は日本整形外科学会認定
スポーツ医学研修会(総論A)の修了証(写し)

3　推薦締切日

平成23年5月6日(金)

4　推薦先

〒950-0933　新潟市中央区清五郎67-12　東北電力ビッグスワンスタジアム内

財団法人新潟県体育協会
5　その他

受講カリキュラムが次のとおり改定されておりますので､詳しくは添付の｢カリ

キュラム改定について｣をご覧ください｡

(1)基礎科目

(2)応用科目

平成23年度から新カリキュラムにより実施

平成24年度から新カリキュラムにより実施(平成23年度は旧カリキ
ュラムにより実施)

(財)新潟県体育協会競技スポーツグループ木村 

TELO25-287-8700FAXO25-287-8601 

E-mailkimura-niigataken@jaT)an-Sports.Or.iT) 

(※4月からkimura@niigata-印OrtS.Or.jDになります) 



平成23年度財団法人日本体育協会公藩スポーツドクター養成蕎習会

開催要項　　･

1.日　的

全国各地で､スポーツ活動を実践皿､る

行うととも
スポーツ障郵こ対する刊玖治療等の臨床活動を
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に､スポーツ医学の研免教軌普及活動にあたる医師を対象に｢敵日本槻ボーッド
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クタ-設静乳に基づき､標記海蝕開勝代｡　　　　　　　　　'" l'【ー【ー~一一'~

2･主催　財団法人　日本体育協会

3･支援　独立行政法人　日本スポーツ振興センター(予定)

4.後　援　　文部科学省(予定)

5.カリキュラム
･基礎科目(25単位) ･応用科目(27単位) (詳細は別耗カリキュラム一覧参照)

(注)平成23年度の応用科目許晋会は旧カリキュラム(20単位　30時間)で朋催します｡

筆畢方法(開催期日.会場) 
脚催区分粥催期日会場 劔.�R�備考 

基礎科目Ⅰ ���ﾈ�#)?｢�7駐謄S�ﾓ�s｣C��#9?｢�?｢涛｣��ﾓ�s｣S��東京蔀内 (桝豊中) �&F�ﾂ� 

基礎科目Ⅱ 兌ﾙ�ﾃ#ID���ﾈ��I?｢�7駐謄S�ﾘ�ｳs｣C���Y?｢�?｢涛｣��ﾓ�c｣S��

応用科目Ⅰ 祷ﾈ�5�?｢�7駐�#｣CRﾓ�s｣S��I?｢�?｢涛｣3�醺�S｣#��東京蔀内 (璃集中) �3��kﾂ�基礎科早 修7青 ■ _基礎科目 免除者 

応用科目Ⅱ ��(ﾈ�9?｢�7駐�#｣S�ﾓ�s｣S����I?｢�?｢涛｣��ﾓ�c｣C��

応用科目Ⅱ ● 兌ﾙ�ﾃ#ID��(ﾈ���?｢�7駐�#｣S�ﾓ�s｣S����?｢�?｢涛｣��ﾘ�ｳc｣C��

※定員には前年度までに受講を始めた青く以下r過年度受講者｣)を含む. ※期日については予定であり､事情により変更することもありえる｡ 注1)基礎科目の受許を修了した後に､応用科日を受詐する○ただし､同一年度に基礎科目と応用 を同時に受誇することはできない○なお､誇習は単位制のため､基礎.応用それぞれの科目内 受許順序は､Ⅰ.ⅡあるいはⅢのいずれからでも受詐できるB 

注2)過年度受詳者のうち､応用科日を受詳できる者は､前年度までに基礎科目Ⅰ ･Ⅱの受辞を修了し､
日本俸育協会(以下｢本会｣)が発行した｢基礎科目修了証｣を有する者､または､本要項第11項
②の手続きを行った者とする｡

7.受講者

①受講条件:受洋申し込み年度内に日本国の囲柳得後5年を経過し(平成19年3月31日までに取衛､本
会あるいは本会加盟摺物口5g)団体(以下rh感触)より推離れ､本劫ミ諦めた亀

②新牌集者数:基礎秤目からの受詐者: 110名穐変応用科目からの受訴者:80名程度

8.受誇申込

①　申込方法:受締着の執ま､年度ごとにカ
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け､所定の新墳受講個人申込書(顔写真を1部貼付･ 1部掛軸こ必要事項を如医棚の写しを添
付して､加盟団体-申込む｡カ脚こおいて受群新島を確静か上所㈱こより個人申込書
を取りまとめ､本会-抱廿㌻る｡

②申込期間:カ鳩桝ゝら本会-の提出期限平成23年5月12 E3㈱必着

9.受講料
･基礎科目からの受清音49,000円(教材費含む)
･応用科目からの受講者　28,000円(教材費含む)

- ※警誤字㌘が送町る受講内定通知到着後に恥し受誇修了あるいは受鮪効期巌まで

なお､一度納入された受詐料は､いかなる理由があっても返遭しない｡
※許習会参加に係わる経費(宿泊､交通費等)は自己手配･月己負担とする｡

受講を希望する掛ま､加盟団体の推薦を取り付

､一　　　　方51
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10.

ll.

受誇者の決定
(1)内定

①　新規受許の採否の結果は､_本会より､推薦された加盟団体(以下｢推薦団体｣)並びに受講希
望者本人宛通知する.受講内定者に対しては､内定通知および受講料納入の案内を送付す
る｡

②　受誇内定者は､受講料を指定期日までに納入する｡指定期日までに受詳料を納入しない場合
は内定を取り消す場合もある｡

(2)決定
(丑　受講料の納入を本会で確認した後に正式な受詳者として決定し､受誇者番号を付した受許者

証､テキスト等必要書類を送付する｡
②　受講者番号は､本誇習会の全単位を修了するまで変更されない｡

※　受講有効期限:

①　受講者の受醐隈ま､それぞれ受講者となった年鹿から､基蕗科目からの受幹部ま6年間､応用科
目からの受許者は3年間とする｡

②　受許有効期限内に全ての詳腎を修了できない蕩創ま､再度新規受許手続きを必要とする｡ただし､正当
な理由により本会指導部相野弓委員会スポーツドクター部会(以下｢ドクター部会｣ )で妥当と静められ
た掛まこの限りではない｡

※　受静夜り消し:受評者としてふさわしくなしや亨為があったと認められたときは､ドクター部会で審査し受講
が取り消される｡

溝習の免除
①　日本医師会評定糠スポーツ医に認定された著しまたは日本緋定スポーツ医学研修会の総論Aを

修Tuヒ者は､それぞれ発行された認定証または､修了証を申込卦こ添えて提出することにより､評野会におけ
る基礎秤目25単位の受許を免除することができる｡

目未修了者も､受講期間中に上記資格を取得または研修会を修了腺本会-証明
する育栃の提出があった場合＼基礎科目免除対象者として基礎科目修了証を発行し､応用科目を受詐することが
できる｡ただし､年度途中に免除か申請のあった場創こは､応開科目開始前であっても応用科目の受鞍ま次年度

以降粥牡なる.

12.審査

①全ての詳腎を修了した者には､本会より資称春査申請手続きの る(受謝惨7年度3月頃を予定)o修

丁蔀ま送付された資格審査申請卦こ必要軒頁を記入し､推薦司捧-提出する｡

②提出された資格審査申請書をスポーツドクター部会において､相当のスポーツ医学の臨粥窪験を軒軒るかどうか
を軌､事跡こ通知する｡

③上榔定着として諦められた都こは方嚇会より登掛こ防する案内を送付㌻る｡

13.登録及び認定
①上記1ト③により送付された登軌こ肝する案内に基づき､登録申請卦こ必要輸記入し､推蘇却軒＼提出する

と塊に､登録料を納入Uと者を｢財団臥日本術守協会公瓢スポーツドクター｣として苛む乱.､ 10月1日発功の
｢諏彪軌を交付する｡

②登録料ま4年間で40,㈱円とする｡
③登録による認定斯間は4年間(初回のみ4年6ケ月)とする.以後本資格を更新登録する掛ま､本会が別に定め

る研鯵を受けなければならなし㌔

14.その他(注意事項等)
(1)基礎科目修了証明書について

基礎科目25戦を修了拙酌こは､基礎科目修了年度末に､基藤科目修了証明書日新亨する｡
(2)未修了者の継続受溝手続きについて

前年度までに全ての詳腎を修Tu功ゝった未断割こは､受許有効期限満了まで､当該年度の受講案内を本
人宛送付する｡受許希望都ま開催日程等碑評のうえ､所定の申込事を本会-提出する｡

(3)基礎科目カリキュラムの改定にかかわる移行措置について
過年度において基蒔秤目の受許を開始し､本年度4月時蔚こおいて同科目力棚了となっTいる受許割こつ

いては､別に設けるカリキュラム対応卦こ基づき､旧カリキュラムから新カリキュラム-の移徹実施する｡

(4)個人情報の取扱いについて
本詳習全党熱こ際し取得した個人情執ま､本会及び推轍司体が､本許習会の受辞管理に関する連絡(柴料の

送付等)およびスポーツドクター関係事業を実施する際に利用し､これ以外の目的に個人博樹u用する際は､
その旨明示し了解を得るものとする｡

【本件に関する問合せ先】
財団法人　日本体育協会スポーツ指導者育成部指導者育成課
〒150-8050東京都渋谷区神南トト1岸記念体育会埠
TEL: 03-3481-2226 FAX : 03-348卜2284　E-Mail : sports-doctor@japan-sports.Or.jp



日本体育協会公認スポーツドクター養成講習会カリキュラム

新カリキュラム
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合計 �#v��27 

(鍾)スポーツドクター養成講習会は､基礎科目については平成23年度養成詐晋会から､応用科目については平
成24年度からそれぞれ上記カリキュラムの内容で実施されます｡なお､平成23年度の応用科目は､旧カリキュラ
ム(20単位　30時間)で実施されます｡



日本体育協会公証スポーツドクター養成講習会カリキュラム

旧カリキュラ与　,
ヽ　ヽ

カテゴリー 畑4ﾈ8h8�8��ﾃ�し��カリキュラム 倬隴B�単位数 

応用 r t n' 一■ ● 声 I �#"�スポーツと環境. ��綏��1 

23 �5�7ﾈ�ｸ69�9yﾒ�1.5h ���

24 �6x8ﾈ�ｸ6ｨ984��鐙ｽ榎ﾘ6x8ﾈ�ｸ6ｨ984��1.5h ���

25 �6x8ﾈ�ｸ6ｨ984�"鐙鰄ｷi�ｸ6x8ﾈ�ｸ6ｨ984��1.5h ���

26 �4�8ｨ6ｨ4ｨ8ｲ�6�484�8�4ｨ6ｨ4�5��1.5h ���

27 ��ﾉ|ﾙ�ｩ.��1.5h ���

28 �5�7ﾈ�ｸ68,i>�怩��鐙ｺ8ｵｩ�偃�,��ﾘ*(�ｫ2ﾙV霾ﾊH4��ｸ6��ｸ6x8ﾈ�ｸ6ｨ984�9��1.5h ���

29 �5�7ﾈ�ｸ68,i>�怩�"鐙�ｬ)Mx�ｫ2靂HｷｨﾉH�ｫ6��1.5h ���

30 �5�7ﾈ�ｸ68,i>�怩�2陶>�ZｩNR��8�8�ｫ:I�I��隲9�ﾂ�1.5h ���

31 �5�7ﾈ�ｸ68､�ﾘ,h5�7ﾈ�ｸ68��･���壷�)����)(ﾂ�1.5h ���

32 �5�7ﾈ�ｸ68､�ﾘ,h5�7ﾈ�ｸ68����*ﾓ(6x�8閧位るT定訷輦��1.5h ���

33 �5�7ﾈ�ｸ68､�ﾘ,h5�7ﾈ�ｸ68��･��2坪岑閧欝r陋ｩ�｢��ｲ��1.5h ���

34 �5�7ﾈ�ｸ68､�ﾘ,h5�7ﾈ�ｸ68����*ﾓB坪+ｸ,ﾉ�ﾈ,ﾈ､��4俯隲2�1.5h ���

35 �4�5�8ﾈ6X4(684粨8ｨ6�7(8ｨ6X�ｸ5h8x92�1.5h ���

36 仄8ｵｩ�偃�,ﾈﾉ(ﾔ隰yyﾒ�1.5h ���

37 �5�7ﾈ�ｸ68,io)Z��1.5h ���

38 �5�7ﾈ�ｸ68ﾗ8馼,h���8ｬyyﾒ��鐙ｺ8ｵｨ檍,�*�*�.�9|9�ﾉ�zI>�怏4亶霍ﾘ�'R�1.5h ���

39 �5�7ﾈ�ｸ68ﾗ8馼,h���8ｬyyﾒ�"鐙ﾋｸ�ｨ,�*�*�.亶霍ﾘ�'R�1.5h ���

40 仄8ｵｨ,h���9�鞜B�1.5h ���

41 �4�5�8ﾈ6X4(684�6X�ｸ78984�7X8ﾈ�ｸ5��1.5h ���

'合計 剴3���20 

(注)平成23年度スポーツドクター養成練習会応用科目は､上記カリキュラムで実施｡



公認スポーツドクター養成講習会『受講の涜れ』
時期は目安

申込み
開催案内･受講者推薦依頼を本会より加盟団体に案内｡
加盟団体は関係する医師に案内し､受講希望を取りまとめ､本会宛提出｡
<提出物>

①新規受講個人申込書(顔写真1枚貼付､別途1枚添付)
②日本国医師免許証の写し(A4サイズに縮小コピー)
③基礎科目免除の証明書の写し(該当者のみ) *
*日本医師会認定健康スポーツ医もしくは､日本整形外科学会

認定スポーツ医の認定者｡または､日本整形外科学会認定

7している者｡

日本体育協会
1　2月

本会加盟(準加盟)団体
1

受講希望者
1

本会加盟(準加盟)団体
1　5月

育協会

2.受訴内定　※

本会より受講内定者に受講内定の旨通知し､受講料の振込を依頼｡
<送付資料>

①受講内衰通知(受講料振込み案内) *
②公認スポーツドクター設置要項､ ③開催事項他
*受講料は､基礎科目から受講:49,000円､

応用科目から受講 28.000円｡

I--IIl一Il●●●一IIJ-II-I-JIIllll-

日本体育協会
1　6月

受講内定者
(推薦団体)

3.受訴決定 潔

受講料の納入が確認できた者を受講者として決定し､

本会より受講決定者に受講者証等を送付｡
<送付資料>① 受講決定通知､ ②受講者証､ ③副読本(ハンドブック)

■一lItt●Ill　-　ll■■t■_I-

日本体育協会
1　8月

受講決定者
(推薦団体)

基礎科目から受講
4-A.基礎科目の受訴
(基礎Ⅰニ10月･基礎Ⅱ:1月)

講習会に参加する
①土･日曜日の2日間の講習会です｡
②受講にあたっての詳細は別途
連絡します｡

③基礎科目修了年度末に､
r基礎科目修了証明書｣を発行します｡

基礎科目修了翌年度以降

応用科目から受講

(応用Ⅰ :9月･応用Ⅱ:12月
･応用Ⅱ:2月)

講習会に参加する
①土･日曜日の2日間の講習会です｡
②受講にあたっての詳細は別途

連絡します｡

5rA. 症用科目の受訴
4-Bと同じ

6.受訴修了-資格審査　※
全科目の受講を修了した者に､本会より修了者宛下記の資料を送付｡

①受講修了通知②審査申請用スポーツ医学臨床経歴書
③事査申請要領

修了者は､審査申請用スポーツ医学臨床経歴書に必要事項を

記入しを推薦団体宛提出する｡

推薦団休は対象者分の経歴書を取りまとめの上､本会宛提出｡

日本体育協会
1　3月

受講修了者
(推薦団体)

1

推薦団体
1　5月

日本体育協会

7.薪先登軽手続き　※
日本体育協会の資格審査に合格した者に対し､下記資料を送付｡

①登録申請通知②登緑申請要領③登録申請書
新規登録対象者は､登録申請書に必要事項を記入し､推薦団体に提出
するとともに､日本体育協会に登錬料(40,000円)を納入

推薦団体は対象者分の申請書を取りまとめの上､本会宛提出｡

日本体育協会
1　7月

新規登録対象者
(推薦団体)

1

推薦団体
1　8月

日本体育協会

i.認定証送付 �?ｩgｹ�ﾈ支ｺh橙�

登録手続きが完了した者(書類提出+登録料納入)には ��佇駟b�
本会より認定証を送付○ ��hｴｹDi.逸"�
*初回の資格認定期間は4年6ケ月(2回目以降は､4年間)(推薦団休) 

※手続き2,3.6.8は､推薦の団体にも当該団体における受講者宛通知の写しを送付しますo 



診療科目r専門スポーツ名称･ID対応表

診療科目名･ID　一覧



(財)日本体育協会公認スポーツドクター養成講習会
カリキュラム改定について

1.度麹 基礎科目‥平成23年度から新カリキュラムにより実施

応用科目:平成24年度から新カリキュラムにより実施

(注)基礎科目の現行カリキュラムでの実施は本年度いっぱいとなります｡

2.重量車重

(1)科目数の変更

基礎科目:現行21科目⇒改定後25科目

応用科目:現行20科目⇒改定後27科目

(2)講義時間の変更

全科目について1科目あたりの時間を60分とする｡

性)現在は､基礎科目の一部科目と応用科目の全科目において講義時間が90分となっている｡

(3)科目内容の変更

別紙科目対応表のとおり

3.改定に

(1)基本的に､科目領域(性)基礎科目卜Ⅱ･応用科目Ⅰ ･ Ⅱ ･Ⅲを甲す)ごとの受講を念頭に置き､

カリキュラム改定時に未受講領域がある場合は､新カリキュラム改定後の当該額域を筆詳する｡

(倒)平成22年度に基礎科目の受雄を開始した受雑書のAさん机当按年度に基礎科目Ⅰのみ終了し､基礎Ⅱについては

-.科目も受舘していなかった場合･ Aさんは平成23年度のカリキュラム改定以降に､新カリキュラムの基礎Ⅱ (全12

科目)を受謙することとなる｡

(2)改定実施年度(基礎科目は平成23年度､応用科日東平成24年度)において現行カリキュラム

の科日額域において一部未受講科目がある場合は､現行の科目に対応する改定後の科目を受講

することが必要となる｡また､現行の-科目から新カリキュラムの対応科目が二科目となるも

のについては､二科目の受講が必要となる｡

(例)平成22年度に基礎科目の受津を開始した受講者のBさん机基礎科目Ⅰの現行科目No.7『運動と年齢一整形外科剰

のみ平成22年度中に受雄せず末受講だった壊乱Bさんは平成23年度のカリキュラム改定以降に､新カリキュラムの

No･9隅青期と運動(整形外科系)』およびNo･10押高年者と運動(整形外科系)』の=科目を受雄する必要がある｡

(注1)カリキュラム改定に伴い､対応科目が分割され､分割された科目が､現行の科目領域以外の領域

に移行する科目については､受詩を義務付けない｡

(例)現行カリキュラム基礎ⅡNo･1 2 『運動と内科-スポーツによる生理的変化と病的変化』については､対応科目机新

カリキュラム基礎ⅠのNo112 『運動のためのメディカルチェック-内科剤と新カリキュラム基礎ⅡNo.14 『運動と内

科的障害(急性期･慢性期)』に分割される机Nol12 『運動のためのメディカルチェックー内科剤については､受雑

を義務付けない｡

(注2)カリキュラム改定に伴い､対応科目が現行の科目領域以外の領域に移行する科目については､受

講を義務付けない｡

(例)現行カリキュラム応用ⅡNo･39 『スポーツ行事と安全管理(2) :現場における救急処置』は現行のカリキュラムにお

いて応用科目Ⅱとなっている机新カリキュラムでは基礎科目ⅡNo･25に移行するため､この科目が末受鎌だった場合

は､対応科目の受韓を義務付けない｡

(注3)基礎科目Ⅱ 『運動と外傷』 (No･ 14-16)の科目については､個別の対応科目がないため､ 3

科目のうち1科目のみ未受洋であった場合でも､新カリキュラムでは､全3科目(No.15-17)

の受許が必要となる｡



FAQ

Q.平成22年度から基礎科目の受講を開始し､基礎科目Ⅰは平成22年度中に受講終了しましたが､仕

事の関係で基礎科目Ⅱは受講できませんでした｡平成23年度以降はどのように受講すればよいでし

ょうか?

A.平成23年度は､新カリキュラムの基礎科目Ⅱ (全12科目)を受講してください｡全てを受洋すれ

ば基礎科目終了となります｡.なお､応用科目は基礎科目を終了した年度の翌年度に受講を開始する

こととなります｡

Q.平成22年度から基礎科目の受講を開始し､基礎科目Ⅰは受講終了しましたが､仕事の関係で基礎科

目Ⅱの『運動と内科-スポーツによる生理的変化と病的変化』のみ受講できませんでした｡平成23

年度以降はどのように受訴を進めればよいでしょうか?

A.平成23年度以降に､新カリキュラムの基礎科目Ⅱの『運動と内科的障害(急性期･慢性期)』を受

許していただければ基礎科目終了となります｡そのさい､新規追加4科目(No.22-25)の受講は

必要ありません｡

Q.平成22年度から基礎科目の受訴を開始し基礎科目はⅠ I Ⅱともに全て当該年度中に受講を完了しま

した｡平成23年度はどのように受講をとり進めればよいでしょうか?

A.応用科目のカリキュラム改定は平成24年度からとなりますo平成23年度については現行のカリキ

ュラムでの実施となりますので､受誇必要追加科目などはございません｡現行のカリキュラムに従

い受講してください｡来年度に受講が出来ず､平成24年度以降に応用科目を初めから受講する場合

臥新カリキュラムでの実施となりますので､全27科目を受講する必要があります｡また､平成

23年度に応用科目ⅠとⅡを受講し､ Ⅲが受講できなかった場合は､ Ⅲは平成24年度以降に新カリ

キュラムの内容で受許してください｡



財団法人日本休育協会公認スポーツドクター養成講習会新旧カリキュラム対応表

◆ま行カリキュラム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◆新カリキュラム

科目 剩踉��時棚(分 著4ｨ8ｨ4ﾈ8X8�8�踵$�｢瓜｢窒�
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∴_gJ 撞c��心と運動■1 

1d=: 坪����運動¢ためめメディカルチ≠ウク≠内科象 

_1'i'-/ ��ｳc��連動めための`メディカルチエliJpタ三豊蛎外科系一子.∴ 

日 料 ■- 現 班 域 線 舒���"�uR�肌B�����ﾒ�|ﾒ���2�困�鹵�12 涛��運動と内科-スポーツによる生理的変化と病的変化 

13 田��運動と内科-突然死､熱中症∴ 13p工_.60運動のためa}メディカルチ羊ヅク÷整垣外和束∴( 
14 田��運動と外傷-過労性スポーツ障害_ 1460運動と内科的障害(急性期.侵性期)~~~~~~~~医 
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16 田��運動と外傷-軟部組鞍の外腐 

藍6666660.000033igE;i-At萱,整毒舅重,tn;崇葦BTfttth葦;雲量萱=ji:Ffn撃堅#Gi*uf.-.菩葦 

17 售c��運動と外傷-頭部の外傷 

18 田��運動負荷テスト概論 

ー9 售c��運動処方概論 

20 涛��運動療法とリハビリテーション-内科系疾患 

1 0. 都���紊s��_ﾂ瓜｢���ﾆ鳴�動療法とリハビリテ-シ占う-運動器疾患 カリキュラムf 好一ツと環境 

r一一->22新60ドーピング防止 

:23__新60障害者とスポーツ 
一24新60保健指導 

巨~叫新1.5.6.0スポーツ粥での救急処置 
:fNO.棚(分'新カリキュラム実科自分療 
I-JI才一.i.lG這遅延竪張 

-●■● 

90スポーツ心理p_雷雲≡E2780スポ-tyによる心理由障害 
:'l●迂訊きKI軍.i.fifr-,L.g.";.l連翫打専ら旺E:蛋経.∫ 

'I'?.蛋留E';fs_,_.､.節脈誓;--I...-6迂訂一重哉戎空相陳喜応 

Sn9nO禦讐烹讐讐管理王童音署3760~スポーツ外敵障書の最新情掛.3-純増盤.大掛tヨ 
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590トレー-ノブ(2):持久性トレー-ノダ...山､､_,一.一､..._稚.t一._用め 

790体禦定.'__一__._弘W萱i_芦_瓜_一W_ti一一._.(.芸-....--(.正の 

090スポーツと内科(3):内分泌.代謝疾患､腎巌疾患他.i-r■ス 

390スポーツ外傷とスポーツ障割3)⊥下肢(i.下腿..釦~)沖`ポ 

590アスレティii/ク.リハビリテ｢シヨン---,-L腔.-.------Lf 

9.,8.99000;芸諾警課豊里る救急畑'333…666000冠蓋ポ≡;.~~一一-ー~一"~叩ー~耶●L■一~■一重 

aA2194060スポーツ外か障害の最新情報(小｢康広 
ニ_41`.60スポ⊥ツタ=ト辞書の最新価報(5)-下腿.足朗か足由~~用 

43.60アスレティツク.リハビリテ-シヨシⅡ 
一一一の旦主点4860テーピング.ブレース 

キユラムの莞礎科目ⅡNo.12､卵科目ⅠTo:3_7､応用科目50新60スポーツと歯科 

㌫提要㌶諜㌫{釜誓書㌫圭Li禦慧52漸60スポーツとアレルギー疾患 
れた対応科目にらいては受講を義務付けなしごつ一口､.､1.620 一〇全社と腿 

別紙『カリキュラム改定について』の文中(注1 )とは2)を参照｡　　　　　　　整形外科部位別は5分野とする｡



平成23年　　月　　日

団体名

代表者

財団法人新潟県体育協会

専務理事　棚橋　　進　様

平成23年度財団法人日本体育協会公認スポーツドクター養成講習会

受講者の推薦について

別添名簿の医師を標記講習会受講者として推薦いたします｡

記

【添付書類】
1　推薦者名簿

2　新規受講個人申込書

3　顔写真(2枚:1枚は個人申込書に貼付1枚は添付)

4　新規受講希望者医師免許写し(A4に縮小コピーしたもの)

5　基礎科目免除申請書類(応用科目からの受講希望者のみ)

日本医師会認定健康スポーツ医の認定証(写し)又は日本整形外科学会認定
スポーツ医学研修会(総論A)の修了証(写し)



平成23年度財団法人日本体育協会公課スポーツドクター養成講習会

受講推薦者名簿

標記講習会の受講推薦者について､下記にご記入ください｡

<基礎科目からの受講希望者>

優先 順位 �-8.�*ｨ,��勤務党名 剞яE理由 ��

氏名 

1 �� � ��
-■ー■--●●.■■-●■■■一一一←一一■●←■-●■--■一一■■■一●■ー■一一●■■■●一一 

2 �� ����

3 �� ����

4Z �� ����

5L i �� ����

<応用科目からの受講希望者>

優先 順位 �-8.�*ｨ,��勤務先名 ��I�Yyﾙu"�

氏名 

1 ����ﾈ�ﾈ�ﾈ�ﾈ�ﾈ������ﾒ��������ﾂ� ��

2 �� ��

3il �� ��
一一一一--●一一叫●●■■■■■一一■■●■一■●一■●●一●一●■●●■■■■● 

団体名:

記入音名:



平成23年度財団法人日本体育協会公課スポーツドクター養成講習会

※ 

新規受講個人申込書

※の欄には何も記入しないでください｡
里長旦:_平成23年__ ______局_一二旦

推薦画件名 �-貯?ｩgｸﾈ�ｸｺh檍,ﾈ��k�&9�ﾉkﾈ/�+(ﾚﾉ?ﾈ*ﾘ+�+8*"����b� 

顔写真貼付 3ケ月以内に 撮影したもの (4crnx3cm) *顔写真は､もう一枚提出 願います(必ず蓑面に氏 名を記入してください). ��

･ふりがな ��緬�ｹ¥｢� 

･氏名 ���&｢顋r�

一筆年月朴 (甲暦). 售僖霾�?ｨｹ�u"���

･葦類等 送撃先■ 窒俾��粐ｘｼ駝��h�h��}�9�,ﾉ�yWI�h/�轌.�+X,H*ﾘ+�+8*(�ｲ�

自塞 ��x自72�;帝Wｲ靆r�劔 

I:--.1血 ��騏%ょ�b�剪�

E⊥一ai1 ��

-勤務車 唸ｴy:��� 

〒一都.道.府.県 

∴T白L 綴d�｢ﾂ�

∴白一lf 

騒床面 偃X+ﾘ.��i|8怏mｨ/�¥ｨ鑛�i|8怏mｨuDH,X+(ｴﾉ?ﾈ*ﾘ+�+8*(�ｸ+ｸ,ﾉ�ﾉ�i|8�)Eﾈ怏mｨ/�(,(-ﾈ,Y:�ﾈ,�+(ｴﾉ?ﾈ岑+7萇H�ｲ�

での専門ー 偃X+ﾘ.��i|8怦ﾞﾔBｘ+ｸ,ﾉ�ﾉ�i|8�)Eﾈ怏mｦdBつ��

専門~ 偃X,佝x.ﾘ,�,H*(.�5�7ﾈ�ｸ68顥m｣8,(/�¥ｨ鑄ｴﾈﾝｨ,ﾈ顥m･､H,X+(ｴﾉ?ﾈ*ﾘ+�+8*&��
スボナγ ��ｩnX顥mｨuDBやﾂ��

最終学歴 忠�XｧykﾂﾈｧyYB隗x怩��Xｧx��ﾉ�(ｼiD�9鋳�大学■学部 

(昭和.平成)年月日卒業.修了 

医師免許1 ��iTｸ+芥�8蹣lhｹh,ﾈ�+R��H5H485�,偬ｸ抦5(78�ｲ�/�5儻H+X,H*ﾘ+�+8*(�ｲ�

申終日. 宙諸��饉ﾙ�ﾂ僖霾�?｢�

他団体スポーツ医資格取得状況(応用科目からの受講希望者のみ)

※故当する資格の欄に0印をしてください｡
※その資格の証明書(受訴修了証または資格琵走証)の写しを込に.して-'い 
__Q欄 ��･資格名 �� �� �� 鈴tﾈﾏ葦ｨﾌ��

日本医師会箆定健康 �5�7ﾈ�ｸ68�2� �� ��西暦 剩N月日 

日本整形外科学会乾 くスポーツ医学研修会 ��h5�7ﾈ�ｸ62�医 者含む) 劔西暦 剩N月日 

掩論A修了 

*本講習会受講に降し取得した個人情報は､本会及び推薦団体が､本講習会の受講管理に関する連絡

(資料の送付等)およびスポーツドクター関係事業を実施する際に利用し､これ以外の目的に個人情報を
利用する際は､その旨明示し了解を得るものとします｡

必ず裏面も記入してください｡



1.職歴(一般的な職歴を記載)を記入してください｡

･期甲 �:�F�褪�

年月-年月 ��

年月-年月 ��

年月～年月 ��r�

年月～年月 ��

年月～年月 ��

2.推薦団体(都道府県体育協会または中央競技団体)との関係を記入してください｡

3.推薦団体の傘下団体(市町村体協､県競技団体等)との関係もあれば記入してください｡

4.地元医師会の会員になっていますか､また役職についても記入してくださいo

5.日本体育協会公認スポーツドクター資格取得動機について記入してください｡

6.資格取得後の活動について記入してください｡

資格取得後のスポーツドクターとしての活動について､次の中から考えられるものの記号を

○印で囲み､下記に活動内容を記入してください(重複解答も可)｡該当するものがなければ
｢その他｣として活動内容を記入してください｡

また､希望する活動内容があればそれについても記入してください｡

A.競技会等での医事運営

B.スポーツクラブ(チーム)のドクターとして参画､選手の健康管理､診療及び医学的指導､助言

C.学校医として､あるいは学校医と協力し､学童の体育活動の医学的持寄.助言

D.スポーツ参加者(市民スポーツレベルからトップアスリートまでを含む)のメディカルチェック､

健康診断､診療など

E.各種疾病を有する人の運動処方の作成､あるいはその指導

F.その他(下記に記入)


